
子ども青少年に対するキャリア支援を行う団体の課題

名古屋市立大学大学院人間文化研究科　長須正明・古賀弘之・山田美香

1．はじめに

宮本みち子（2002）は、イギリスをはじめとするヨーロッパの若者をめぐる議論とデータをも

とに、「成人後も親への依存が続く」「就職しない」「結婚しない」従来の社会的枠組みで言えば

大人の世界に入らない/入っていけない若者が増えている現実から「そうした若者たちが不安定

な層を形成し『社会的弱者』となっていく事態に日本社会は直面している」と指摘している。ま

た、「若者の成人期への移行におけるこうした変化は、むしろ社会構造的な変動の帰結であって、

若者自身の問題というよりも、社会全体の問題である」としている。

日本では、若年者の能力向上・就職促進を目的に 2003年に国が策定した「若者自立・挑戦プ

ラン」に基づいて、2004年度よりジョブカフェが、各都道府県に開設された。またジョブカフェ

のサービスでカバーできない無業者を「就労」につなげるサービスとして、2006年度に厚生労

働省のモデル事業である『地域若者サポートステーション』が全国 25カ所に設置された。

こうした社会的「若者支援」の流れの中で 2009年 7月、第 171回国会で内閣提出の「青少年

総合対策推進法案」に議員修正が加えられて、「子ども・若者育成支援推進法」が成立した。議

員修正の主な点は、「いわゆるニートの自立支援について、その対象を義務教育終了後の者に限

定する規定を削除するとともに、『社会生活を円滑に営む上での困難を有する』子ども及び若者

全体に広く拡大した」ほか、法律名を「子ども・若者育成支援推進法」に改めたことである。

同法制定の背景としては、「有害情報の氾濫等、子ども・若者をめぐる環境の悪化」、「ニート、

ひきこもり、不登校、発達障害等の子ども・若者の抱える問題の深刻化」、「従来の個別分野にお

ける縦割り的な対応では限界」の 3点があげられている。そして、「子ども・若者育成支援施策

の総合的推進のための枠組み整備」（基本法的性格）を中心的課題とし、そのために「国の本部

組織や大綱、地域における計画やワンストップ相談窓口等の枠組み」を整備し、「学校教育法、

児童福祉法、雇用対策法等関係分野の法律と相まって子ども・若者育成支援施策」を推進するこ

とが掲げられている。具体的には「社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支

援するためのネットワーク整備」が重点施策とされている。

「子ども・若者育成支援推進法」は、翌 2010年 4月から施行された（最終改正は 2015年 9月、

施行は 2016年 4月）。これに伴い、地域で子ども・若者を支援する公的な取り組みが始まり、施

策の一層の推進を図るために、2016年 2月には従来の「子ども・若者ビジョン」（2010年 7月：
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子ども・若者育成支援推進本部決定）に代わって「子供・若者育成支援推進大綱」が定められた。

同法にもとづいて、さまざまな民間団体等によって「子ども・若者育成支援推進」の取り組みが

各地で進められている。「子ども食堂」と「フードバンク」についても概略を示しておこう。

アメリカやイギリスの「朝食クラブ」など地域で食事を提供する活動は世界各地で行われてい

るが、「子ども食堂」は 2011年東京都大田区で「子どもが一人でも入れると同時に、大人も入っ

ていい場所」との意味で初めて「こども食堂」と名付けられて開設されたものである。厚生労働

省（2018）は「子ども食堂」について「子ども食堂は、子どもの食育や居場所づくりにとどまら

ず、それを契機として、高齢者や障害者を含む地域住民の交流拠点に発展する可能性があり、地

域共生社会の実現に向けて大きな役割を果たすことが期待されます」としている（厚生労働省「子

ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知につい

て（通知）：2018（平成 30）年 6月 28日」。

「フードバンクとは、安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で、

流通に出すことができない食品を企業などから寄贈していただき、必要としている施設や団体、

困窮世帯に無償で提供する活動」（一般社団法人全国フードバンク推進協議会）である。これは

1967年にアメリカで開始された運動であり、現在ではフランス、カナダ、イギリス、オースト

ラリアなど世界中の様々な国でフードバンク活動がおこなわれている。日本では 2000年にチャー

ルズ・マクジルトンを中心にセカンドハーベスト・ジャパン（Second Harvest Japan）が設立され

たのが最初で、同団体は 2002年に NPO法人となり現在に至っている。

本研究は、「地域若者サポートステーション」「子ども食堂」「フードバンク」「自立援助ホーム」

に焦点を当てて、名古屋市周辺の「子ども・若者（子ども・青少年）」支援の現状と課題を明ら

かにするものである。本稿では、名古屋市近隣で自立援助ホームに関わる人へのインタビュー調

査をまとめた。

参考・引用文献
宮本みち子（2002）『若者が〈社会的弱者〉に転落する』，洋泉社．

 （長須正明）

2．調査

子どもの育ちに関わり様々な活動を続ける井上陽子先生に、キャリア支援について話を聞いた。

井上先生は、東海・「非行」と向き合う親たちの会、自立援助ホームいっぽの管理者として活躍

されている。

自立援助ホームいっぽは、特定非営利活動法人なごやかサポートみらいを母体とする児童自立

生活援助事業である。「年齢は原則 15歳から 20歳までの子ども（専門学校、大学などに進学す

る場合は 22歳まで入居可能）」が、「家賃を含む生活費毎月 3万円をホームに納めながら、アル
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バイト、学校に行くこと、将来のための貯金を行いながら自立を目指す」場所である 1。

2020年 11月 19日、長須・古賀・山田は、井上先生に Zoomで 15分ほどのインタビューを行っ

た。井上先生には本調査に関わる基本的な事項を説明し、調査の了解をいただいた。また、本原

稿の公表・原稿の内容についても確認していただいた。井上先生には、自立援助ホームの子ども

を中心に、家庭環境の問題から未成年であっても親と家庭で生活できない子どものキャリア支援

について質問した。

まず、今の子どもにどのようなキャリア支援が必要なのかを聞いた。井上先生は、自立援助ホー

ムにいる子どもは、将来にわたるキャリアを考える前に、生活費を得ることで精いっぱいである

と述べた。

「ほとんどの子は高校中退で入ってきてますので、夢を持つ段階にはなかなかいかない。どち

らかというと、いかにバイトをして、バイトを続けて、そのバイトから、月 3万円きちんと入れ

るかっていう、そういうところで四苦八苦してる子が、まだまだ多いのが現状です。厳しいです」。

一方、里親もしている井上先生は、里子の方が、里親に経費が支払われるため安定した生活が

でき、また里親の姿を見ながら自分のキャリアを考えることが可能だと評価した。

「里子は一人の大人の背中をずっと見続けてるっていうかね。その背中からいろいろ感じてく

れることが多いんですけども、自立援助ホームでは、シフトによってスタッフが変わるというと

ころで、難しさもあって。今、私は自立援助ホームのスタッフを育てるっていうか、そういうと

ころにも力を入れてますけども。いかに自立の力をつけさせるか。稼いで、自分で生きてけれる

かって。そこの力をいかに付けるかが、自立援助ホームの課題ですね」。

自立援助ホームのスタッフ会議では、子どもの現在や将来への支援について議論し、またいろ

いろな活動を通して子どものことを一生懸命考えている。そのため、子どもは単に自立援助ホー

ムで生活しアルバイトをするだけではない。自立援助ホームにいることで、これまで知らなかっ

た人とのつながりを持ち、人との関係のなかで自分を考えるきっかけを持つ。しかし子どもも簡

単には先に進めない。というのは、高校卒業が子どもにとって大きな困難を伴うためである。

「でも現実には、働きながら高校を続ける、高校卒業の資格を取るのは、非常に厳しくって、やっ

ぱりそれがなかなか実現できなくって、今、途中でやめてしまうっていう子がほとんどです」。

このような環境のなかで、井上先生は、高校を卒業したり自活する者も含めた自立援助へのネッ

トワークを作り、そこに子どもが関わっていく流れを作ることを重視している。

「社会には信頼できる大人がいるっていうこと。だから、里親家庭から自立する、自立援助ホー

ムから自立する子たちにも、就職先の社長さんだとか、そういうかたがたには、必ずあいさつを

して、バトンタッチします。今まではここで育ってます。これからはじゃあ、あなたにお願いし

ますね。と託していくっていうかね。そういうつながりを持っていくっていうかね」。

また、井上先生は、自立援助ホームからこのような関係性を作ることの意義を説くと同時に、

1 自立援助ホームいっぽ HP　　https://ippo-mirai.com/admission/　　2021年 1月 6日閲覧引用・一部改変。 
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子どもが将来生きていくためには親との関係性・親から受けた虐待について、子ども自身が気付

くことが必要だと述べた。

「―（中略）―。だから私は、私が関わった子どもたちに関しては、やっぱり親自身の課題、

そこに子どもは気付いていく。君の親は、君が憎くてこういうことやったんちゃうよと。ってい

う、やっぱりそこに気付かせていくことが大事かなというふうに思ってます。―（中略）―。子

どもたちはもう分かったと。もう親はいいわ。俺は親のようにはならんように生きてくっていう

ふうに言う子もいるし、でもなかには、やっぱり親の元に戻っていく。やっぱり母親が恋しいっ

ていうかね。そういう子もいます」。

子どもは、まず親を理解し親子関係のなかで自分を見直すことが必要だという。子どものなか

でこのような親子関係の気づきがないと、今後生きていくことにも目標が見いだせないのである。

今回の調査を踏まえ、子どもが社会との接点を持つためのネットワークを作り上げ、子どもが

自分や親子関係を見直すきっかけを作った井上先生の地道な活動には、ただ敬服するばかりであ

る。さまざまな問題を抱えつつ前に進もうと努力する十代の子どもには、ゆるやかに受け入れて

くれる寛容な場所が必要である。ただし、その先に進むには、自分にとって必要なことを一緒に

考えてくれる人の存在が必要であることは改めて言うまでもない。（山田美香）

3．まとめ：親と一緒に暮らすことができない子どものキャリア支援

子どもが親と一緒に暮らすことができない理由は家庭の事情によって様々であるが、共通して

言えるのは、このような子どもたちはキャリア形成に多くの困難を抱えているということである。

まず、キャリアへのイメージをもつという困難である。働く親の姿を見て育つことができない

子どもは、自らのキャリアを考える上で、土台となるキャリアへのイメージをもつことが難しい。

しかし、里親制度の取り組みは、この問題を解決するために役立っている可能性がある。

次に、高校卒業という困難である。現在の日本社会では、キャリアを築くために学歴が必要と

なることが多い。しかし、キャリアを築くために高校卒業資格が必要なのに、高校生活を維持す

るための労働がキャリア形成の足かせとなってしまうのである。

最後に、基本的信頼感をもつという困難である。基本的信頼感とは心理学者のエリクソンが提

唱した概念で、親への信頼感を通して自分の存在価値を肯定的に捉えるという感覚である。生後

最初に出会った大人が信頼できない子どもには、将来の展望をもつことは困難ではないだろうか。

キャリア支援といっても、多くの困難な要因が含まれているため、一概に解決することは難し

い。今回の井上先生の取り組みのような善意による活動が解決の糸口を担っている。善意だけに

留まらない、さらに具体的な支援方法を検討・提案することを今後の課題としたい。（古賀弘之）

今回の調査にご協力いただいた井上陽子先生に感謝申し上げます。
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